
令和８年度「県民のこえ」対応研修業務企画提案実施要領

１ 事業の目的

・県民の県政への理解や信頼を高めるため、職員の広聴意識の向上と、組織として対応できる

体制の強化を図る。

・静岡県が作成した『県民のこえハンドブック（カスタマーハラスメント編）』（以下「ハンドブック」

という。）を県職員の実務に定着させ、適切な組織対応の促進を図る。

２ 業務名 令和８年度「県民のこえ」対応研修業務委託

３ 委託期間 契約締結日～令和8年 9月 1日（火）

４ 契約限度額 ８９４,000 円（税込）

５ 応募に係る資格要件

ア 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第 167条の4の規定に該当しない者である

こと。

イ 営業に関し、法令上必要とされる許可、認可等を受けていること。

ウ 国又は地方公共団体との契約に関して指名停止を受けている期間中の者でないこと。

エ 会社更生法（平成 14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者

（更生手続開始の決定を受けている者を除く。）又は民事再生法(平成11年法律第225号)

に基づき再生手続開始の申立てがなされている者（再生手続開始の決定を受けている者を

除く。）でないこと。

オ 静岡県暴力団排除条例第６条第１項の規定により、次の（ア）から（キ）までに該当しないこ

と。

（ア） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号。以下「法」と

いう。）第２条第２号に該当する団体(以下「暴力団」という。)

（イ） 個人又は法人の代表者が暴力団員等（法第２条第６号に規定する暴力団員(以下「暴力

団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者をいう。以下同じ。)

である者

（ウ） 法人の役員等(法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の者

をいう。)が暴力団員等である者

（エ） 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的を

もって暴力団又は暴力団員等を利用している者

（オ） 暴力団若しくは暴力団員等に対して、資金等提供若しくは便宜供与する等直接的又は



積極的に暴力団の維持運営に協力し又は関与している者

（カ） 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者

（キ） 相手方が暴力団又は暴力団員等であることを知りながら、下請契約、資材又は原材料

の購入契約その他の契約を締結している者

６ 業務の内容及び求める水準

ア 研修目的

・県民の県政への理解や信頼を高めるため、職員の広聴意識の向上と、組織として対応でき

る体制の強化を図る。

・ハンドブックを県職員の実務に定着させ、適切な組織対応の促進を図る。

イ 研修の方針

･本業務は、県職員のハンドブックに対する理解促進と、行政現場での実践につながる技術

取得を目的とした研修を実施するものであり、事業者は、ハンドブックの内容を踏まえつつ、

行政窓口特有の課題を解決する研修内容を提案する。

･全職員を対象としたカスタマーハラスメントの内容を中心としたハードクレーム対応に係る

対面研修及びオンライン研修を各１回行う。

ウ 研修の内容

(ア) 定員

対面研修 50名程度

オンライン研修 50名程度

(イ) 講師

・カスタマーハラスメント研修、クレーム対応研修等の実績がある専門家であること。行政

向け研修の実施経験があることが望ましい。

・ハンドブックの内容を理解し、行政現場に即した指導ができること。

（ウ) 内容

受託者は企画提案した研修内容を実施するものとする。企画提案の際の留意点は、以下

のとおりとする。

・ハンドブックの記載事項を研修に取り入れ、具体的な研修を企画提案する。

・行政機関のクレーム対応という観点で研修を構成すること。

・どのような研修手法により職員がカスタマーハラスメントへの対応や行動変容できるかを

企画提案する。

・対面研修・オンライン研修とも、総研修時間は３時間とする。講義と実技（グループワーク

やロールプレイ）の割合は、２：１を目安として構成する。研修中の休憩は、講師の判断によ

り適宜とる。



・オンライン研修では、遠隔の職員がリアルタイムで参加できる実技（グループワークやロ

ールプレイ等）を提案に盛り込むこと。

・研修資料は事前に県に提出し、県が確認、修正を求めた場合は対応すること。

（エ) 動画の作成について

・受託者は、研修の様子を撮影し、後日コンテンツ毎に細分化した状態の動画を提供する

ものとする。動画は県のポータルサイトに掲載し閲覧を促していく。

・動画の仕様の主なものは、以下のとおりとする。ただし、受講者の理解が深まるものとし

て、受託者が提案し県が承認したものは、この限りでない。

研修を録画（※）し、編集後、県のポータルサイトに掲載する。

※録画データは全編及び小項目ごとの短編動画とする。

※動画１本当たり 700MB以下で提供すること。

※動画には字幕をつけること。

※県に納品した動画の所有権及び著作権は、県に移転するものとする。

７ 応募方法

ア 企画提案への参加を希望する者は、参加資格確認申請書（仕様書様式第１号）及び宣誓書

（仕様書様式第２号）、会社概要（任意様式）を提出すること。

提出期限：令和８年３月１１日（水）正午

提 出 先：広聴広報課（持参又は郵送）

※後日、参加資格確認通知を送付する。

イ 質問

質問はメールにて受け付ける

受付期間：令和８年３月１１日（水）正午

送付先：「１２ 担当部局・問合せ先」へメールまたは電話で照会。

ウ 企画提案書の提出

提出期限：令和８年３月１６日（月）午後５時

提 出 先：広聴広報課（持参又は郵送）

エ プレゼンテーション（企画提案審査）

日付：令和 8年３月２３日(月)（時間は、企画提案参加者におって連絡する）

場所：静岡県庁会議室（予定）

内容：提案内容説明、質疑応答（予定）

８ 提出書類と選定基準

ア 提出書類

（ア）企画提案書（任意様式）

仕様書に記載の研修目的、研修内容等を反映した研修プログラムの企画提案書を提出する。



研修目的を達成するために効果的な、自社の強みを生かした自由な企画提案も可。

（イ）見積書（任意様式）

・Ａ４で作成すること

・内訳を明記すること

・金額は税抜金額で提出すること

イ 選定基準

◎企画性

・期待する企画が表現されているか（事業目的に合致した内容となっているか）

・実現可能性は担保されているか

・差別化、独自性はあるか

◎業務遂行能力

・体制、スタッフ等企画を達成しうるか

・信頼しうる実績は認められるか

・その他提案された内容を遂行できる能力があるか

◎その他配慮点

・見積もり内容に見合った金額であるか

・新規性、継続可能性はあるか等

・社会的取組（男女共同参画、障害者雇用、子育て支援等 SDGs の達成に向けた取組）

９ 選定

「静岡県広聴広報課企画提案選考要領」に基づき委員会を設置し、その決定によるものとする。

10 選定結果の伝達方法及び選定結果に対する説明

ア 企画提案者全員にメールにより選定結果を通知する。

イ 選定結果に対する説明を希望する旨の意思表示があった場合には、電話、メール又は来

庁面会にて説明する。日時については別途通知する。

ウ 説明を希望する場合には、審査結果の通知日から 10日以内に連絡することとする。

11 その他

ア この企画提案に参加するために要した費用は、参加者の負担とする。

イ カスハラ（ハードクレーム）研修に盛り込む広聴広報課作成のハンドブックについては、「７応

募方法 ア」が提出され、その内容に不備がないことが確認でき次第、提供する。

ウ 委託契約後、契約額の範囲内で内容を変更する場合がある。

エ 県と契約を締結するに当たり、労働関係法令を遵守する旨等を記載した誓約書を提出する

こと。また、委託業務の一部を他の者に行わせ、又は当該業務に派遣労働者を関わらせよう

とするときは、全ての下請業者から労働関係法を遵守する旨等を記載した誓約書を提出さ

せ、その写しを県に提出すること。



1２ 担当部局・問合せ先

〒420－8601 静岡県静岡市葵区追手町９－６

静岡県総務部広聴広報課

電話：054-221-2235 FAX：054-254-4032

メール：kenminnokoe@pref.shizuoka.lg.jp


